
0 

 

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ 

令 和 ４ 年  第 １ 回 臨 時 会 

上富良野町議会会議録 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 １ 月 ２ ６ 日 

 

 

 

 

上富良野町議会 

 



 

 

 

目        次 

 

 第１号（１月２６日）  

 

〇議 事 日 程  ……………………………………………………………………………… １ 

〇出 席 議 員  ……………………………………………………………………………… １ 

〇欠 席 議 員  ……………………………………………………………………………… １ 

〇遅 参 議 員  ……………………………………………………………………………… １ 

〇早 退 議 員  ……………………………………………………………………………… １ 

〇地方自治法第１２１条による説明員の職氏名  …………………………………………… １ 

〇議会事務局出席職員  ………………………………………………………………………… １ 

〇開会宣告・開議宣告  ………………………………………………………………………… ２ 

〇議会運営等諸般の報告  ……………………………………………………………………… ２ 

〇日程第 １ 会議録署名議員の指名について …………………………………………… ２ 

〇日程第 ２ 会期の決定について ………………………………………………………… ２ 

〇日程第 ３ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度上富良野町一般会計補正予算(第１１号）） 

    …………………………………………………… 

２ 

〇日程第 ４ 議案第２号 令和３年度上富良野町一般会計補正予算(第１２号)…… ４ 

〇閉 会 宣 告  ……………………………………………………………………………… １１ 

  



 

 

令和４年第１回上富良野町議会臨時会付議事件一覧表 

 

議案 

番号 
件                 名 議決月日 結  果 

１ 
専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度上富良野町一般会計補正予算(第１１号）） 
１月 26日 承認可決 

２ 令和３年度上富良野町一般会計補正予算(第１２号) １月 26日 原案可決 

 



1 

 

〇議事日程 

第 １  会議録署名議員の指名について 

第 ２  会期の決定について   １月２６日 １日間 

第 ３  議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度上富良野町一般会計補正予算(第１１号）） 

第 ４  議案第２号 令和３年度上富良野町一般会計補正予算(第１２号) 

 

 

〇出席議員（１３名） 

１番  元 井 晴 奈 君        ２番  北  條  隆  男 君 

３番  髙 松 克 年 君        ４番  中 瀬   実 君 

５番  金 子 益 三 君        ６番  中 澤 良 隆 君 

７番  米 沢 義 英 君           ９番    佐 藤 大 輔 君 

１０番  今 村 辰 義 君              １１番  小 林 啓 太 君 

１２番  小田島 久 尚 君              １３番  岡 本 康 裕 君 

１４番  村 上 和 子 君 

 

〇欠席議員（１名）８番  荒 生 博 一 君 

〇遅参議員（０名） 

〇早退議員（０名）  

 

〇地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

  副 町 長  佐 藤 雅 喜 君      総 務 課 長  宮 下 正 美 君 

  町 民 生 活 課 長  星 野 耕 司 君      企画商工観光課商工観光班主幹  上 嶋 義 勝 君 

  保 健 福 祉 課 長  鈴 木 真 弓 君      建 設 水 道 課 長  狩 野 寿 志 君 

 

 

〇議会事務局出席職員 

  局 長  深 山   悟 君      次 長  飯 村 明 史 君 

  主 事  真 鍋 莉 奈 君 



 

2 

 

午前１１時００分 開会 

（出席議員 １３名） 

 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（村上和子君） 御出席まことに御苦労に存じます。

ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより令和４年第１回上富良野町議会臨時会を開会

いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。 

 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会運営等

諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

本臨時会は１月２１日に告示され、同日議案等の配布

を行い、その内容につきましては、お手元に配付の議事日

程のとおりでございます。 

本臨時会に提出の案件は、町長から提出の議案２件で

あります。 

本臨時会の説明につきましては、新型コロナウイルス感

染症による上富良野中学校学級閉鎖に伴い、町長が急遽

欠席となりましたが、副町長以下、関係者の出席を求め、

別紙配布のとおり出席しております。 

欠席議員の報告をいたします。新型コロナウイルス感

染症によるわかば中央保育園休園に伴いまして、８番荒

生議員から、一身上の都合により欠席届が提出されてお

りますので、御報告いたします。 

以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって議会運営等諸般の報

告を終わります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員の指名

についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、

議長において、 

 １０番 今 村 辰 義 君 

 １１番 小 林 啓 太 君  

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第２ 会期の決定についてを

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第１号専決処分の

承認を求めることについて（令和３年度上富良野町一般

会計補正予算（第１１号））を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただきました

議案第１号専決処分の承認を求めることについて（令和

３年度上富良野町一般会計補正予算（第１１号））につき

まして、専決処分した要旨について御説明申し上げます。 

１点目は、国が実施する子育て世帯への臨時特別給付

事業に関し、先行給付分について、できるだけ速やかに支

給するよう求められていたことから、当該給付金につい

て昨年１２月中から支給開始を行うため、所要の補正を、

昨年１２月１日付けで専決処分し、令和３年第４回町議

会定例会で承認いただいところでありますが、当時の国

会での補正予算審議のなかで、方針転換がなされ、年内か

らの１０万円一括支給についても可能とする基本指針が

示されたことから、協議の結果、年内からの１０万円一括

支給とし、その追加費用分にかかる所要の補正を行った

ところであります。 

２点目は、令和３年度に本省繰り越しした新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用とした事

業として、令和３年度一般会計補正予算（第５号）に計上

し、令和３年第３回町議会定例会で議決いただきました

新型コロナウイルス関連緊急経済対策として、中小企業

経営継続奨励助成事業について、予算可決後、昨年１２月

１７日まで、申請を受付した結果、予定予算額を超える申

請額となったことから、その不足する費用にかかる所要

の補正を行ったところであります。 

また、財源については、国庫補助金及び予備費を充当す

ることで、財源調整を図り、１２月１７日付けで専決処分

を行ったところであります。 

そのようなことから、地方自治法の規定により予算の
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内容を議会へ報告するとともに、承認を賜りたく、本議案

を上程するものであります。 

それでは以下、議案の説明につきましては、議決項目の

部分についてのみ説明をし、予算の事項別明細書につき

ましては省略をさせていただきますので、御了承願いま

す。 

議案第１号を御覧ください。 

議案第１号専決処分の承認を求めることについて。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記の事

項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定による報告し、議会の議決を説明した議会の承認

を求める。 

記。 

処分事項、令和３年度上富良野町一般会計補正予算（第

１１号）。 

裏面を御覧ください。 

専決処分書。 

令和３年度上富良野町一般会計補正予算（第１１号）を

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分する。 

令和３年１２月１７日、上富良野町長、斉藤繁。 

令和３年度上富良野町一般会計補正予算（第１１号）。

令和３年度上富良野町の一般会計の補正予算（第１１ 

号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正）。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,８

５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ８１億６,０９３万円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」による。 

１ページをお開きください。 

第１表につきましては、款ごとの名称と、補正額のみ申

し上げます。 

第１表、歳入歳出予算補正。 

１、歳入。 

１５款国庫支出金７,８５０万円。 

歳入合計７,８５０万円。 

２、歳出。 

３款民生費７,８５０万円。 

７款商工費、１８０万円。 

１２款予備費１８０万円の減。 

歳出合計７,８５０万円。 

以上で議案第１号専決処分の承認を求めることについ

て（令和３年度上富良野町一般会計補正予算（第１１号））

の説明といたします。 

御審議いただき、御承認くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説明を終

わります。 

これから議案第１号について質疑に入ります。 

〇議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

〇７番（米沢義英君） 簡潔にお伺いいたします。 

 まず、臨時特別支援事業の寄付金でありますが、協議会

で同僚の議員も述べておりましたが、ＤＶやあるいは別

居という形の中で、給付の該当にならないという状況が

あってはならないというふうに思いますが、説明では、お

そらくまだ調査はしてないけれども、そういう状況があ

るかどうか見受けられないのではないかということの話

でありましたが、そういう状況があった場合の対応の等

について、どうなるのか確認したいと思います。 

それと中小企業の経営奨励補助事業でありますが、当

初、１４０件ぐらい、３０万、６０万を合わせるとなって

いると思いますが、これは追加という形になりましたが

それぞれどういう内訳になっているのか。お伺いしたい

というふうに思います。 

 おそらく、それぞれの経営のやりくりしながらされて

いると思いますので、わかる範囲でよろしいですが、経営

の環境状況などは大変厳しさが増していると思いますが、

そういう状況がもしわかれば合わせてお伺いしたいと思

います。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。  

〇町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢議員の御質問に

お答えします。 

 離婚した場合の取り扱いにつきましては、国の方で検

討している最中ということでお聞きしております。 

 国の方で決定した通知が町にきましたらそれに基づき

まして、適正に対応していただいていきたいと考えてい

ます。 

以上であります。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課商工観光班主幹。 

〇企画商工観光課商工観光班主幹（上嶋義勝君） ７番米

沢議員の中小企業経営継続奨励助成金の御質問について

お答えをさせていただきます。 

当初、１４０件程度で見込ませていただいておりまして、

１２月１７日の最終時点をもちまして１４５件という形

になっていて、１８０万ほど足りなくなったところでご

ざいます。また、３０万円の寄付につきましては１３４件。

そして６０万円の寄付につきましては１１件という形に

なってございます。また、今回の奨励金につきましては、

令和３年７月から１１月までの間のいずれかの月の売り

上げの減少額ということで３０％以上減少しているとい
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うことで、それぞれの申請に伴いまして減少率というも

のを算定させていただいてございます。その中で、それぞ

れ飲食、小売、宿泊、建設、製造、サービス業その他とい

うことで分けて減少率等の把握をさせていただいており

ますが、とりわけいずれにしても高いとこにおきまして

はやっぱり９０％が１００％本当にもう厳しいのだとい

うところもございます。 

 まず、頑張っている方におきましてもやはり３割から

４割やっぱり減っているということで、これぐらいの件

数になったところでございまして、それぞれの業種にお

きましても、やはりちょっと幅はあるのですがやはり大

きな現象となっているような状況を把握してございます。 

以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

他ございますか。 

なければ質疑を終了いたします。 

 これから議案第１号の討論を行います。討論ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１号を採決いたします。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立

願います。 

(賛成者起立) 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

よって、議案第１号専決処分の承認を求めることについ

て（令和３年度上富良野町一般会計補正予算（第１１ 

号））は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第４  議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第２号令和３年度

上富良野町一般会計補正予算（第１２号）を議題といたし

ます。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただきました

議案第２号令和３年度上富良野町町一般会計補正予算

（第１２号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

１点目は、国の令和３年度補正予算に計上されており

ました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金について、今般、地方単独事業分の交付限度額として１

億２千９１２万１千円が示されたことから、コロナ禍に

おける地域生活や経済状況、感染症対策に対し、町独自事

業として今年度中に開始する事業として、プレミアム付

き商品券発行事業、温泉施設利用促進事業及び感染症対

策用物品購入事業を実施するため、所要の補正及び繰越

明許費の設定をお願いするものであります。 

２点目は、同じく国の令和３年度補正予算に計上され

ておりました子育て世帯等臨時特別支援事業のうちの住

民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業について、

その事業実施に必要な費用について、所要の補正及び繰

越明許費の設定をするものであります。 

子育て世帯等臨時特別支援事業のうちの住民税非課税

世帯等に対する臨時特別給付金事業について、その事業

実施に必要な費用について所要の補正および繰越明許費

の設定をするものであります。 

３点目は、除排雪に関する費用について、今冬期におい

て１月に入り、低気圧による大雪・強風により、当初計画

を上回る執行状況となっており、今後の除排雪作業予算

の不足が見込まれることから、所要の補正をお願いする

ものであります。 

以上申し上げました各事業の必要な財源については、

令和３年度分として交付される新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金及び臨時特別給付金事業に対

する国庫補助金を充当するとともに、財源調整により、不

足する額４,３８４万３，０００円については、予備費を

充当し、補正予算を調製したところであります。 

なお、今年度分として交付限度額が示された新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、今回

財源充当しない部分については、今後予定している補正

予算のなかで、既決の臨時交付金活用事業の実施状況に

よる財源調整を行うとともに、７千万円については、令和

４年度事業での活用財源として、国、本省繰り越し手続き

分とすることを予定しております。 

それでは以下、議案の説明につきましては、議決項目の

部分についてのみ説明をし、予算の事項別明細書につき

ましては省略をさせていただきますので、御了承願いま

す。 

議案第２号を御覧ください。 

議案第２号令和３年度上富良野町一般会計補正予算

（第１２号）。 

令和３年度上富良野町の一般会計の補正予算（第１２

号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正）。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１,

９０９万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ８３億８,００２万４，０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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繰越明許費。 

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、第２表

繰越明許費による。 

１ページをお開きください。 

第１表につきましては、款ごとの名称と、補正額のみ申

し上げます。 

第１表、歳入歳出予算補正。 

１、歳入。 

１５款国庫支出金２億１,９０９万４,０００円。 

歳入合計２億１,９０９万４,０００円。 

２、歳出。 

２款総務費、１,１００万円。 

３款民生費１億７,６２１万７,０００円 

７款商工費３,７０２万円。 

８款土木費３,８７０万円。 

１１款給与費０円。 

１２款予備費４，３８４万３，０００円の減。 

歳出合計２億１,９０９万４，０００円。 

２ページを御覧下さい。 

第２章、繰越明許費についてですが、前段の概要で申し

上げました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用した感染症対策用物品購入事業、プレミア

ム付き商品券発行事業、温泉施設利用促進事業、及び非課

税世帯等に対する臨時特別給付金事業については、早期

に事業開始に着手しますが、その事業完了が翌年度にな

ることから、繰越明許費の設定をするものであります。 

以上で議案第２号令和３年度上富良野町一般会計補正

予算（第１２号）の説明といたします。 

御審議いただき、議決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（村上和子君） これより議案第２号について質疑

に入ります。 

７番米沢義英君。 

〇７番（米沢義英君） お伺いいたします。 

まず新型コロナウイルスの感染症、８ページの備品購

入の予算なのですが、これはどういう内容を想定してい

るのか、この点確認しておきたいというふうに思います。 

次に臨時特別給付で、先ほども申し上げましたが、いろ

いろ状況によっては給付が受けられない。国の方でも対

処するという状況になっておりますが、こういった状況

についても今後、国の方針が出次第、対応されるかという

ふうに思いますが、この点についてもお伺いいたします。 

次にお伺いしたいのは、１２ページ、プレミアム商品券

の問題についてお伺いいたします。非常に多くの方も望

んでおりました。それでお伺いしたいのは、タイミングと

して、これからまた入学だとか、いろんな消費を喚起する

ような時期にも届くという形の設定になっているかとい

うふうに思います。タイミングとしてどうだったのかと

いうところでまず確認していきたいと思います。本来で

あれば、昨年の１２月あたりに、これを設定して、例えば、

去年でしょうか、ここにも資料にも書いておりますが、子

育て世帯については５割増しだとか、そういった工夫も

今回もできたことはできたのだろうと思いますが、やっ

ぱりお金が非常に動く時期にやるべきだったのではない

かなというふうに思いますが、なぜそういった思考、方向

にいたらなかったのかですね、この点確認しておきたい

と思います。 

これが駄目だというのでありませんが、やっぱりタイ

ミングっていうのがありまして、そこを逃がすとまたこ

の消費の流れがガラッと変わってしまう可能性がありま

すので、そういった部分についての対応遅れがあったの

ではないかというふうに感じますので、この点を伺いし

ておきたいと思います。 

あと非常に一生懸命除雪、除排雪についてはされてお

ります。ただ、自然のものですから、どのようになるかわ

かりませんけれども交差点だとか、子どもが通う通学路

等、狭い中通りの２間道路ですかね、ああいったところの

要望が等もありますので、そういったものも含めて、ぜひ

答弁は要りませんが、対応お願いしたいというふうに思

います。 

コロナ全般に関わって予算についてお伺いいたします。 

この間いろいろと聞き取りもまたしてきました。やっ

ぱり事態も本当に深刻な状況にあります。確かにいろん

な給付金制度があって、いただいてはいるのだけれども、

お客さん相手なので、お客さん来ないことには、消費が生

まれないという、更に関連する事業所も、業者の方も、商

品が売れないと連動しているわけです。今後考えなけれ

ばならないのは、第２弾、第３弾の状況に応じた事業所の

支援策というのが一層必要になってきているのだという

ふうに私考えているところです。燃料等の値上げ、これに

よって困る事業所もたくさんあります。含めて消費を喚

起するという意味では、去年も行いましたが食品デリバ

リーだとか、割引券を食品の割引券を発行するなどしな

がら、消費の喚起に結びつくような、現物給付もそうなの

ですが、対策っていうのが一層必要になってくるという

ふうに思いますが、この点についてはどのようにお考え

なのかお伺いいたします。 

それと今回の予算の中にＰＣＲ検査等、これだけ感染

が広がってきておりますので、そういった予算も町独自

できっちりとした、あの体制を作らなければならないと

いうふうに思っております。これだけ小学校、保育所等に
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広がりが見せるということであれば、いつどんな状況で

自らも感染するっていう、陽性になるかどうかという状

況も考えられますので、そうすればやっぱり社会自体が

麻痺して、町自体が麻痺してしまいますので、そういった

意味で、やはり独自の検査体制もとる必要があると思い

ますがこの点、どのようにお考えかお答えいたします。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

〇総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からありました

今回の補正予算に伴います、最初にありました感染症の

物品購入の部分について私の方から御説明をさせていた

だきます。今回の物品購入につきまして総務費というこ

とで計上させていただきました。ただ、実際に総務課が買

うということではなくて、全体の部分で今回調達をかけ

るということでちょっとまとめさせていただきました。

まだ買うものは、これから協議をしていくような形にな

りますが、ちょっと今想定をしておりますのは、これまで

交付金をいただいた中で感染対策物品も当初は買わせて

いただいておりますが、ただこれまでうちの町はいただ

いた部分についてはいわゆるそういうものよりも、いわ

ゆる事業者支援の方にシフトして、どんどんお金を使う

というふうにしましたので、少し資機材で足りない分が

あるということで、今回改めてそういう資機材というこ

とで予定をしております。内容的には卓上のパーテーシ

ョンですとか窓口記載用のディスクマット等、消耗品と

しては想定をしております。あとアルコール関係も必要

な分だけ買うというようなことで想定をしているところ

です。 

あと備品の方につきましては、前にもいわゆる温度を

測るサーマルカメラも、一定程度買わしていただいたの

ですが、役場裏玄関にはないとか、不足がありますので、

今後のこともありますので、一定程度、サーマルカメラに

ついても台数を増やしたいということと、あとパーテー

ションも、それぞれ役場ですとか、かみんの長いすのとこ

ろについているのもあるところとないところがあります

のでそういう部分も少し今回買わせていただきたいとい

うことで予定をしております。 

あとハイツ等の関係でちょっと空気を循環させる器具

も大がかりなものはちょっとあれなのですけども、簡単

な置けるようなものですとか、あと消毒器ということで、

子どもセンターで使う玩具ですとか、絵本ですとか、そう

いうものも少し買わせていただきたいということで予定

をしているところでございます。あと、先ほど言いました

が今回の事業費につきまして繰越明許を行うということ

で、１,１００万円のうち、半分から６割ぐらいは多分、

買わせていただきますが、残りの部分についてはいわゆ

る財源調整の中で、いらないものは買えませんけども、や

るということで予算の方は計上させていただいていると

いう形になってございます。 

以上です。 

○議長（村上和子君） 他にございますか。 

保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の２点目の

項目に対してお答えさせていただきます。 

ただいま準備を進めているところでございますが、先

ほど議員の御質問のとおり、やはりこの制度があっても、

ちゃんと支給対象となる方、あと支給の申請の手続きを

速やかに進めることと、特に私ども一番心配している住

所が上富良野町にお持ちではないが、上富良野町にいら

っしゃる方がいるというふうに私ども聞き及んでおりま

すので、そういう形もきちっと今回広報にもそういう一

文を入れまして、そういう方がいらっしゃれば、保健福祉

課の方に御相談いただける形の体制を整えていきます。 

特にあと家計急変等につきましては、町民生活課とチー

ムを組んでそれぞれできちっと相談申請については対応

してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（村上和子君） 副町長。 

〇副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢議員の御質問にお答え

いたしたいと思います。 

まず１点目はプレミアム商品券のタイミングの部分御

指摘いただきました。１年のサイクルの中で、大変年末と

いうものが消費が誘導される大変重要な時期にタイミン

グ逃した部分は確かに否めないことがございます。去年

のちょうど１２月のタイミングは、商工業事業者の方に

対して、給付金の事業をやることで商工業の方々の支援

をやるというふうなことを選択したところでございます。

その一方で、やっぱり商工業の振興対策ということでや

ってはおりましたけれども、消費する側の方からすれば、

当然議員おっしゃるような年末の需要期に欲しかったと

いう御要望もあったと思いますので、今後はそういった

ことも含めながら、１年間のそういった消費のサイクル

等も考慮しながら商工会などと御相談しながら進めるこ

とをしっかりとしていきたいなと思っております。 

ただ今回におきましても商工会さんの方でいろいろ議論

していただいた中ではやっぱり年度末、異動があったり、

進学入学等のこともあって、入り用になってくるという

こと、それから特に子育て世帯に対しましては、お１人１

０万円の給付もされている中で、大変消費をする意欲が

高まっているのじゃないかということもあってそういっ

たものもタイミングを合わせながら年度末、新学期の対

策をしっかりとしていきたいよということで賜っており

ます。 
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それから全般的に深刻な状況であり、経済対策、それか

ら事業者の方々への支援が必要でないかということでご

ざいます。そういったことにつきましては先ほど総務課

長の方から国の繰越の方でまだ７,０００万円程度予算

ございますという話がされたと思いますけれども、今、プ

レミアム商品券以外にも商工業者の方の支援策として、

何点か案を商工会などからいただいているところでござ

います。 

大変いろいろと状況が昨今、特に変わってきていまし

て、どういうタイミングでどういうことができるのかと

いうことをしっかりと見定めながら、今回補正に上がっ

ているもの以外のものについても相談しながらタイミン

グを見て実施していくように話し合いを進めてまいりた

いと思います。 

それから検査体制その他の状況です。本当にこの数日

間に大変町内の状況も変わってきているのはもう議員御

指摘のとおり、我々も大変な危機感を持っております。そ

ういったことから、本日あります北海道からのＷｅｂ会

議、それから今後そのような対策どのようなものが効果

的であるのか。それから北海道の方からも、我々専門的な

知識、有していない部分多々ございますので、北海道の方

からの指導なども受けながら、そういった対策について、

取り組んでまいりたいと思いますので、御理解を賜りた

いと思います。 

以上でございます。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（鈴木真弓君） ただ今の副町長の最後の

答弁でＰＣＲ検査の関係でございますが、今、富良野圏域

では富良野市にあるツルハが２事業所、調剤薬局をやっ

ているツルハがＰＣＲ検査の無料検査ということで、道

のホームページも公開され、私の方からは、各保育、あと

高齢者、障害者施設には全て情報提供させていただいて

います。ただ、先週からのこの状況で、大変そこがうちだ

けではなくて、富良野圏域でも皆さん感染の可能性のあ

る方というふうに言われた段階で大変混んでいるという

ふうに聞いておりますが、あの園を通じてそういうやは

り不安のある方につきましては、そこにまず予約をして

いたことをまず今進めております。 

あと、抗原キット。これについても大変品薄と聞いてお

りますが、今各事業所においても各職員並びに園児に対

しましても、きちっとズームによる研修を受けて検査を

構築できるような形で国、道からの指導もきております

ので、それについて各園で対応できるようなことを町と

しても、これからは推奨していくような形を進めていき

たいと考えております。 

以上です。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

〇６番（中澤良隆君） この今の件に関わってになるかと

思いますが、８ページで先ほど同僚議員が備品について

質問がありましたが、空気清浄機だとか検温計とか、そう

いう話がありましたが、その上の消耗品、ここら辺の予定

はどうなっているのか。そして今、抗原検査キットやなん

かを購入するという、保健福祉課長からの答弁ありまし

たけど、その予算や何かについてはこの消耗品の中で考

えられているのかどうかは確認をしたいと思います。 

そして、もう１点は１４ページなのですが、町道維持費

の関係で、今回も３,８７０万ほどの補正があります。 

先ほどの同僚議員も話しましたけども、自然相手です

からこれなかなかわからないですが、ここ数何年間か見

ると、ほとんど当初予算から昨年もそうでしたしその前

もその前もやっぱり補正をしていました。それは、自然相

手だからしょうがないと思うのですが、やっぱり当初予

算にある程度しっかり予算を置いとかないと、通常の除

雪の時、排雪はいいねってみんな評価しているのですが、

通常の除雪のとき、受託業者なんかは予算額やなんかを

見ながら執行するので、どうしても十分な除雪ができて

ないのかなっていうことを感じています。できる限り令

和４年度の時には当初予算を置くようなことを考えてい

ただいた方がいいのかなと。そこら辺についての考え方

をお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君）総務課長。 

〇総務課長（宮下正美） ６番中澤議員からありました最

初の物品の購入の消耗品の部分の内容ということで先ほ

ど言いましたが、今は想定していた物品の中でアルコー

ル系の、いわゆる消耗品ですとか、あと、卓上におきます

パーテーションいわゆるこういうアクリル板のやつです

ね。こういうものをとか、あとディスクマット等について

は消耗品に入るのかなというふうに思っております。 

あと、先ほどありました抗原キットの関係でございま

すが、想定としてはこの中で調達は予定をしております。

ただ、いわゆる先ほど米沢議員からありましたように、町

民の皆さん用ではなくて、あくまでも町として事業所と

しての対応ということで、抗原キットを少し整備したい

なというふうに思っています。先日うちの部分で決まっ

ている福祉事業ですとかあとハイツ、病院関係は抗原キ

ットを持っていますけれども、先日、ちょうどハイツも病

院も、そこにお勤めしている誰かが感染しましたという

ことで、その時点に抗原キットで検査をしてございます

ので、そういう部分が、一度使うとなかなか入ってきませ

んので、先行して調達をしていくということも必要かな

ということも踏まえて少しこの予算の中で今では実際単

費で買っていますので買えないのかなということで、そ
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ういう部分も見ております。今後なのですけども、先ほど

ありますが、いわゆる保健所のいわゆる指示の内容が少

し変わってきましたので自分たちの中で何かの理由付け

に、職員のいわゆる待機解除を判断するときに、今までは

保健所の指導を待っていればそれでてきたのですけども、

今後は、なかなかそういうところが見通せないというこ

ともこれから出てくるのかなということもありますので

そういうときに、いわゆる事業所としてこういうことで

確認をしたので職場を元に戻しました。休ませましたと

いうことに関して、こういう抗原キットが必要なのかな

ということで一定数の用意をしたいなということで予定

はしております。ただ、実際にこの内の何百万を使います、

使えませんというのは今の段階ではございませんが先ほ

ど言いましたこの、費用の中で、国の金額の中で対応でき

る分ということで予定をしてございます。 

以上です。  

○議長（村上和子君） 建設水道課長。 

〇建設水道課長（狩野寿志君） ６番、中澤議員の御質問

にお答えいたします。 

毎年、町道維持管理費の予算につきましては、受託して

いる業者の方とヒアリング行いながら、夏春、年２回から

３回ヒアリングをしながら、また状況を見ながら、予算の

計上を行っているとこでございます。現状としましては

年に何回とか、そういうような形で予算を積みながら執

行しているとこでございます。特に今年におきましても、

想定してなかった１１月の除雪があったりとか、１２月

の回数が増えたとかなかなか自然相手にやっているもの

ですから、なかなかその予算の計上が難しく、回数とかそ

の機械の単価とか合わせながら、予算の計上を行ってい

るところでございます。 

令和４年度につきましても、直接業者の方のヒアリン

グ等を行いながら、またその単価を見ながら計上させて

いただいているとこでございますので御理解をいただき

たいと思います。 

以上です。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

〇６番（中澤良隆君） さっきのコロナの関係なのですが、

抗原検査キットやなんかは要するに事業所用ということ

で承りました。ただ、全体的にこれだけ感染力が強くって

なってきたときに、やっぱりその感染を防ぐ意味からも、

抗原検査キットなんか、たくさんの人が受けていただく

ような手立てっていうのが必要かなと私は考えますが、

そういう意味で簡易に検査できるような抗原検査キット

を町民の人用にというのは考えてないということでよろ

しいでしょうか。無料で、というか。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

〇総務課長（宮下正美君） ６番中澤議員からありました

感染症のキットの関係でございますが、今回の予算の部

分でいきますといわゆるあくまで事業所の防衛用という

ことで、町民の皆様向けのものではないということで今

は予定をしていないということになっております。ただ、

実際問題、町だけというわけではございませんで、今回も

いわゆる町と関わりのある今回でいきますと、子ども園。

そういう町と連携を持って行くようなところについては、

いわゆる全部こちらで提供するということではないので

すけども、一定程度数がないときには先に供給をして、後

で戻してもらうとかっていうふうに、部分では使う予定

をしておりますが、町民の皆さんに無料でどうぞという

部分については今回の予算の中に含まれていないという

ことで御理解いただければと思います。 

以上です。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（鈴木真弓君） ６番中澤議員の御質問の

関係ですが、先ほどちょっと情報提供の中でも一部触れ

させていただきましたが、今回、濃厚接触者と感染の可能

性のある方と今回分かれておりますので、今までは濃厚

接触者も関係者も全て保健所がＰＣＲ検査を行ってきた

経過がございましたが、その体制が変わったと。変わった

ら全部その人たちみんな検査をしなければいけないのか

ということではなくて、検査をする方はあくまでもこれ

からの濃厚接触者の方のみを保健所はＰＣＲ検査をする

というふうになっています。 

それでその次にあるのが、まず症状が出た方は検査を

するのではなくて、もう発熱外来に予約して行ってくだ

さい。症状がある方は発熱外来に予約して、きちっとそこ

でドクターの検査と指示に従って検査の結果を聞いてく

ださいっていうのが前提条件にございます。ですから今、

自宅待機されている保護者の方、園児の方につきまして

は、検査の対象者ではなくて、検査の対象者ではないので、

そこで抗原検査とか、そのＰＣＲ検査をしなければなら

ないというふうな解釈ではなくなったということだけは

ちょっと大変申し訳ないのですけど、今回国と道からの

通知の中ではそのような解釈だというふうに今、口頭で

聞いていますので、資料を持って今後ちょっと情報使わ

れましたら、それを伝えたいと思います。ただ、園として

はその解釈が急に変わったものですから、今回は感染拡

大をさせないためにも、皆さん特にお子様なので、特に保

護者の方は濃厚的にそこで関わることから、１０日間の

自粛をお願いしたいということで、お願いの文書が出た

というふうに聞いておりますので、これまでのＰＣＲ検

査の考え方については、体制の判断が変わっていること

はもう一度共通化させていただきたいと思います。 
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あと、もう１点は抗原検査の関係については各企業、私

達で言うと上富良野町役場は今回で言うと、認定こども

園さんが今度開園するとき、休園をしていて、今度開園す

るときには、そのときには、職員がきちっと安心安全で住

民の皆様に業務ができるかどうかという判断するために、

その抗原検査はぜひ国としては増産してでも使ってくだ

さいってことで今指示は出るというふうに聞いておりま

すので、それをもって今総務課長の方から、町としても、

町の事業所としては予算を計上して対応していくという

ふうな御説明になっているかと思います。それで私も保

健福祉課の分野に関わらず、そういう情報提供について

は今後、今日の本部会議にて情報提供し、町内に事業所に

おいても、抗原キットの保有については、きちっと情報共

有はしていかなければならないというふうに保健福祉課

長としては御説明をする予定となっております。 

以上です。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

〇６番（中澤良隆君） ちょっと提案されている議案では

ないとこからちょっと外れるんですけども、今の答弁で

ちょっと確認をしたいのは、関係者は検査の対象者でな

いとしたらその人たちは今日休んでいる、そことここは

１０日間待機ということですね。そしたら１０日間出て

来れないということですよね。検査対象者でないから。と

いう理解でよろしいですね。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

〇総務課長（宮下正美君） ６番中澤議員からありました、

コロナとお休みの関係の部分だと思います。 

ちょっと、荒生議員の関係はちょっと別なので町長の

部分ということで私の方で説明させていただきます。 

前段、今日の全員協議会のときに副町長の方から経過

を説明をさせていただきましたが、うちの町の事業所と

して職員、町長も含めて事業所としてこれまでどういう

ふうに扱ってきたかということがあるのですけども、基

本いわゆる、濃厚接触者になればお休みなのですが、家族

の方が濃厚接触者になった場合は、職場から離れてくだ

さい。同居する家族に濃厚接触者がいれば、職場には出て

こないでくださいっていうふうにしています。 

それとあともう一つ。これまでは、濃厚接触者以外にそ

の近い、いわゆる低リスクの人っていうふうに保健所が

判断した人が、同居の家族にいたときも１回は職場から

離れてください。もう何があるかわからないので、まず、

そういうふうに言われた人が同居の家族にいる場合は、

職場からまず離れて自宅待機してくださいというふうに

これまでは扱ってきました。その中で濃厚接触者の方は

検査をして陽性になるのか、陰性になるのか。それで保健

所の方からいついつまで、自宅で健康観察してください

っていうふうに言われますので、濃厚接触者と同居して

いる職員の家族については、その方が復帰できるまでは

職場には来ないでくださいっていうふうにしていました。 

それはお尻が決まっていましたので、途中で具合悪くな

ったら別ですけども、濃厚接触者はその方が戻るまでは、

職場には出て来ないでくださいというふうにしていまし

た。家族の方も。低リスクの方は途中で検査をします。今

までは低リスクの人が保健所検査をするのです。家族の

方が低リスクで検査して陰性であれば、もう大丈夫なの

で、同居している職員は出てきてもいいです。検査結果が

出ないまではわからないので、職場には来ないでくださ

い。でも、検査したら私、陰性でしたって言ったら出てき

ました。今まではそういうふうに検査をして出て来れる

のか、来れないのかっていうのはどっかの時点で判断が

できたので、よかったのです。 

今回、何ができるかというと、濃厚接触者なれば一緒で

す。今回、そうではない人は自宅にいてください。検査は

調子が悪くなったら発熱外来にかかってください。調子

が悪くならなければ１０日間家にずっといなければなら

ないので、そうなると今までの低リスクでいくと、同居し

ている人は１０日間家にいなきゃならないのですよね。

発症するかしないかわからないのですけど、とりあえず

何もないので、今回はまだその取り決めをしていないの

で、町長につきましては、誰とは言いませんけども、とり

あえず職場から離れてください。関係者にそういう方い

るので、職場から離れてくださいということで今日お休

みにしています。今までの考え方だと、検査で陰性が出る

までか、１０日間お休みなのですけど、今だと検査する予

定がないので、１０日間お休みになっちゃうのですよね。

でもそれだと、みんなこれからどんどんなりますので、職

場にやっぱり戻すためには、何かしないと、私達お医者さ

んではないので、何かきっかけを持って戻しましょう。そ

のために、今回この抗原検査っていうのを使って、そのす

ぐではなくて、これは知見、医者さんにも相談するのです

けども、何が発症してから何日ぐらいまでにでやってそ

の時点で検査をすれば、大丈夫じゃないとかっていうの

は今、国からも出されていますので、そういうのをやるた

めに今回この抗原検査キットを事業所として一定程度取

得をしておきたいということでなっています。 

先ほどちょっとあれですけど中澤議員からありました、

町長が今日いないという部分については、今時点では関

係者が、とりあえずわからないので、まず１回お休みして

くださいと。これを１０日間休むのか、途中でどうするの

かまだ今日のお昼からの会議かけますので、その中で結

論が出るのか出ないのかですけどもその中で事業所とし

て、町民の皆さんで安全、ちゃんと大丈夫です大丈夫な中
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で仕事やっていますというふうにお伝えをしていかなけ

ればならないので、それは決まってからまたどういうふ

うにするかというのは、お知らせをして行くという形に

なっていますので御理解いただければ。これは、あくまで

も町の事業所としての、防衛策なので、これが全ての事業

所でやってくださいということではない。あくまでも町

としての事業所としての今の取り組みの状況だというこ

とです。 

以上です。 

（「議長発言できますか」という声あり。） 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

〇７番（米沢義英君） 言いたいのは、その事業所という

のは役場ですよね。それ以外のいわゆるあの社会的な、あ

の事業になっている福祉法人やら、介護施設やらありま

すよ。学校も当然公のものですが。やっぱりそういった福

祉法人等で今回また、発症して、休園状態になっていると。

やっぱりそういったところに対しても、きちっとした抗

原キット、検査などＰＣＲでもいいのですが。確かにあの、

富良野だとかですね、行って指定されているとこ行けば、

そういったもし事前の申し込みで対応できれば、できる

可能性はあります。だけども、町で起こっている問題は、

少なくともあの町でどうするのかということを考えない

と、あの次から次と伝播するということになったら大変

なのです。そのためには、事前にやっぱり定期的なするか

どうかわかりませんけれども、やっぱり検査をして、事業

所の全て介護や福祉のそういったところの人たちも含め

て町も、役場もそうなんですが、体制作りをやっぱりしな

いと駄目ではないかということで、前から私言ってるん

ですけども、それについてなかなかお金がかかるだとか、

確かにお金はかかるけれども、命の問題だから、やっぱり

そういったところ少なくてもどうするのかっていうこと

をやっぱり考えなければならないというふうに思うんで

すが副町長、どうですか。 

○議長（村上和子君） 副町長。 

〇副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢議員の御質問にお答え

したいと思います。いろいろな部分で例えば今事業所と

しての責任として、しっかりとその検査体制をすること

によって社員や利用者、お客さんの安全を確保するって

ことも当然大事ですし、議員おっしゃるように、社会的に

地域的にしっかりしたものをどのように構築するかって

いうのをきちんと議論しなければならないっていうのも、

大変御指摘のとおりと思います。私ども、今回そういった

ことで、国や道の方針変わったことで、今まで保健所がし

っかりやっていただいたことができなくなっている現状

にあります。そういった中で１人であればどこの足りな

い部分をどのように補うべきなのか、それとも補えない

のか、そういったものをこれからしっかりと国や道の制

度、それから検査体制のことなども、ちょっといろいろと

考えながらそういった諸条件も見極めながら、どのよう

の対策、対応が必要なのか、しっかりと検討するように

我々の内部の会議だけではすまない地域の問題だという

議員の御指摘大変よくわかりますので、そういったこと

も含めて、国や道とも相談しながら検討を進めて何らか

の形をできるのか、予算的なものもありますし、それから

人的なものもあります。そういった部分も含めて考えて

いくように取り組んでまいりたいと思いますので、御理

解賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） 他にございますか。 

９番佐藤大輔君。 

〇９番（佐藤大輔君） １２ページの温泉施設利用促進事

業について、１点お伺いいたします。 

感染防止に留意しながら、町民の癒しであったりとか

健康づくりに大いに寄与することを望むものでございま

すけれども、お聞きしたいのは各温泉施設が観光協会に

対して、利用者数の報告の際、どういった手法を用いるの

か。例えば、補足説明資料に書いてありますように、記帳

された名簿を提出するのか、またそれに証明書のコピー

を添付するのか、その辺の手法についての詳細お伺い致

します。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課商工観光班主幹。 

〇企画商工観光課商工観光班主幹（上嶋義勝君） ９番佐

藤議員の方の御質問にお答えをさせていただきます。 

この温泉利用促進事業の観光協会の方に事業を委託す

るということで、観光協会との話の中で、利用される方に

ついてはそれぞれの館内で記帳して証明、町民であるこ

とは証明書ということで提示をするということを行って

から利用できるということになってます。それを１日、２

日、毎日かと思うのですけど、それぞれの施設から観光協

会に、何月何日、何名の利用があった、当然あの入館者の

方も台帳の写しを当然それを提示した中でその日のその

日を積み上げた形で、運営していきたいというふうに聞

いておりますのでそのように維持したいと考えてござい

ます。 

以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

９番佐藤大輔君。 

〇９番（佐藤大輔君） 確かに煩雑にするとそれぞれの施

設にかなり負担がかかるのかなと思いますけれども、や

はりある程度もうちょっとしっかりした方がいいのかな

と個人的には思っているのですが、最終的な事業報告を

受けるのが行政ということで、町として観光協会はそう

いったスタンスで良いという判断をされたかどうか、確
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認の意味でお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 副町長。 

〇副町長（佐藤雅喜君） ９番佐藤議員の御質問にお答え

いたします。 

観光協会などともしっかり話し合った上で、いろいろ

と不正対策もありますし、とは言え利用される方にも過

度な御負担、面倒をかけることも、サービス向上の上でも

あまり好ましくないなというような御意見も賜りまして、

そういったことで打ち合わせ終わってますので、我々と

してもそういったものを尊重して、今提案したようなや

り方でスムーズなご利用をしていただけるように努めて

いきたいと思っております。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければこれをもって質疑を終了

いたします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、御起

立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和３年度上富良野町一般会計補

正予算（第１２号）は、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎閉会宣告 

○議長（村上和子君） 以上をもって、本臨時会に付議さ

れた案件の審議は全部終了いたしました。 

 これにて、令和４年第１回上富良野町議会臨時会を閉

会といたします。 

１２時００分 閉会 
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